
書式第 12号 (法第 28条関係 )

令和 5年度 事 業 報 告 書

特定非営利活動法人ぴゅあ・さぱ一と

1 事業の成果

(1)総括

本年度は、昨年度に引き続き経営改善に支援現場、事務局が一体となり努めてくれたことで、2

期連続黒字となった。

特別支援教育支援事業は、各事業所が積極的に研修など開催して、スタッフの資質向上に努めて

くれたことで大きな事故もなく一年を終えた。

また、児童健全育成事業は、新たに大井倉田児童センターを加えて受託して、人材確保には苦慮

したが社福げんきとの人材交流で乗り越えた。

(2)特別支援教育事業

「さぽ―と品川」

品川区とは、事業を受託して 17年目となった。本年度から学習支援員が他人材派遣業者担当と

なり、介助員と特別支援級支援員の配置を行った。ただ、特別支援教育の事業規模は、年々増加し

ているので、配置人数の減少はなく、やはり人材確保が難しかった。

支援場面では、一昨年度から続けている ICT環境を活用して一人ひとりに応じた適時適切な新

たな支援方法の開発に努めた。

「ぴゅあ 。さぽ―と。みなと」

港区は、事業を受託して 11年 目となり、品川区同様に特別支援教育の規模拡大で人材確保が非

常に難しかった。事業規模は、受話しているなかで品川区を超えて一番大きな契約となった。

支援場面は、昨年度に引き続き支援相談ア ドバイザーに同区保育園園長経験者を配置している

ことが事業安定に繋がった。

「ぴゅあ 。さぽ―と。しぶや」

渋谷区は、事業を受託して 5年目となり、他区同様に人材確保が難しかった。しかし、研修面で

は、他事業所にも運用できる質の高い内容で人材育成に大きく貢献してくれた。

支援現場は、同区教育委員会、学校からも苦情等もなく、昨年度に引き続き 95%以上という稼

働実績を残せた。

(3)児童健全育成事業
「児童センター」

本事業は、品川区より平成 27年 4月 より継続してきたが、委託仕様書に基づき児童の健全育成

を図るため、乳幼児から小。中・高校生の遊び・スポーツ。工作活動などの場所と機会を提供した。

事 業 報 告 用



(4)障害児・者に関する広報誌及び情報誌の発行

本年度は、前年度に引続き紙媒体での発信は行わず、リニューアルしたホームページでお知ら

せ 。研修 。活動などの情報発信を行った。

また、心理士職員たちが発刊した『発達障害のある子どもを支援する「特別支援教育支援員がで

きること」』発刊に協力した。

2 事業の実施に関する事項
(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用 【689,757】 千円)

(2)その他の事業 (事業費の総費用 【 】千円)
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彗聖
支援教育

介助員、学習支援員、特別支援
学級支援員の配属
「さぽ―と品川」
「ぴゅあ 。さぽ―と。みなと」
「ぴゅあ 。さぽ―と。しぶや」

年末年始

及び休日

を除く通

年

品川 区東

大井五丁

目 23番

16-113号

484人

品川・港

区立小中

学校及び

渋谷区立

幼稚園 。

小中学校

に在籍す

る特別な

教育ニー

ズが必要

な児童 。

生徒

不特定

児童の健全育
成事業

児童センターの指導員の
配置及び管理業務
「児童センター水神グル
ープ」

休館 日を

除く 9:00

^V18:00

品川 区南

大井 3-7-

13他

34人

乳幼児、

小 。中・

高校生及

び親子

不特定

障害児・者に
関する広報誌
及び情報誌の
発行

ホームページの作成 。更
新 随時

品川 区東

大井五丁

目 23番

16-113号

5人
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令和 5年度

決算報告書

自 :令和 5年 4月 1日

至 :令和 6年 3月 31日

特定非営利活動法人 ぴゅあ・さぽ―と
(法人番号:6010705000742)

理事長 小池敏英



活塾計墓萱
令和 5年  4月  1日 から令和 6年  3月 31日 まで

特定非営利活動法人 ぴゅあ・さぽ―と

科
日

【 金 額

6〔19.757Lヱ 64

548,710,287

45,423,535

11,338,638

884,132

12,249,542

675.000

1,683,900

90,205

1,000

里 2墨⊆9■

619,281,134

1,755,815

1,743,092

323,120

485,687

2,334,093

169,897

16,006,190

492,953

1,223,455

127,895

805,839

8,163,693

5,126,388

2,305,998

16,193,575

153,082

642,303

61,651

1,417,183

422,434

3,000,000

1,727

62.956.070

1,800,000

1.800.000

682,237,204

705,593,828

1,683,900

689,757,764

Ⅱ 経常費用
1.事業費
(1)人件費

給料・賞与

法定福利費

通勤費

福利厚生費

出向料

退職金

人件費計

(2)そ の他経費

業務委託費

諸謝金

印刷製本費

会議費

旅費交通費

車両費

通信運搬費

事務用消耗品費

備品消耗品費

修繕費

水道光熱費

地代家賃

賃借料

減価償却費

保険料

諸会費

租税公課

研修費

運営事業費

支払手数料

支払寄附金

雑費

その他経費計

事業費計

2.管理費
(1)人件費
役員報酬

人件費計

(2)そ の他経費

募集・広告費

経常収益

l.受取助成金等

受取地方公共団体助成金

2.事業収益
事業収入

3.その他収益
受取利息

受取配当金

雑収益

経常収益計

3,258,600



科 金 額

旅費交通費

消耗品費

交際費

保険料

諸会費

支払手数料

支払利息

雑費

その他経費計

管理費計

経常費用計

当期経常増減額

Ⅲ 経常外収益
1.固定資産売却益

固定資産売却益

経常外収益計

Ⅳ 経常外費用
経常外費用計

税引前当期正味財産増減額

法人税、住民税及び事業税

当期正味財産増減額

前期繰越正味財産額

次期繰越正味財産額

77,176

20,111

679,818

3,514,800

270,000

4,085,198

191,765

5.000

13、 902.468

9,454,156

140,946

12,102,468

140、 946 140.946

△

9,595,102

70,000

9,525,102

22.324.531

△ 12,799、 429

目



貸借対照表

令和 6年  3月 31日 現在
特定非営利活動法人 びゅあ 。さぽ―と

科
ロ
ロ 金 額

31,435,234

45,614,337

1,373,016

10,884,323

54,670

288.900

3,664,003

3,660,000

9,770,649

8.804,352△

8.290.300

50,000

8841000

1,000,000

9,254,964

58,880

354.846

11,602,690

89,650,480

95,889,442

122,342,899

61,788,310

32,169,400

70,000

1,861,732

231609,457

2.844,000

22,324,531

9,525,102

△

109.543.470

I 資産の部
1.流動資産
現金預金

未収入金

未収金

短期貸付金

仮払金

立替金

流動資産合計

2.固定資産
(1)有形固定資産

車両運搬具

什器備品

建物附属設備

減価償却累計額

有形固定資産計

(2)無形固定資産

無形固定資産計

(3)投資その他の資産

出資金

敷金

差入保証金

長期前払費用

リサイクル預託金

投資その他の資産計

固定資産合計

資産合計

Ⅱ 負債の部
1.流動負債
未払金

未払消費税等

未払法人税等

預り金

流動負債合計

2.固定負債
長期借入金

長期未払金

固定負債合計

負債合計

Ⅲ 正味財産の部
前期繰越正味財産

当期正味財産増減額

正味財産合計

負債及び正味財産合計



3

4

【様式3】

特字非営禾|1活動法 人 7ゞゅあ・さぽ―と

量堂皇類の注記

重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準 (2010年 7月 20日 2017年 12月 12日 最終改正 NPO法人会計基準協議会)に よつていま
す。

(1)棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価保に基づく低価法

(2)固 定資産の減価償却の方法
有形減価償却資産
定率法又は旧定率法
ただし、平生10年4月 1日 以後に取得した建物 (附属設備を除く)については旧定額法、平成
19年 4月 1日 以後に取得した建物 (附属設備を除く)については旧定額法
リース資産
法人税法の規定によるリース期間定額法

(3)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によつています。

2.会計方針の変更
特になし

事業別損益の状況
活動計算書参照

(または「事業費の内訳」)

6.役員及びその近親者との取引の内容
役員及び の との の りです 円 )

7.その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにす
るために必要な事項

5

取 得 減 少 減価償却累計額科 目 期首取得価額

4,395,540
915,084
3,493,728

5,375,109
2,748,919
166)272

9,770,649
0

3,660,000

0

3,664,003
0

8.290.30017.094.652 8.804,35213.430,649 3,6641003

建物附属設備
車両運搬具
器具及び備品

の他の資産

当期借入 当期返済 期末残高科 目 期首残高
9,492,033 23,609,45733,101,490

9.492.033 23.609.45733.101.490合計

長期借入金
役員借入金

計算書類に計上された金額 1  内、役員との取引 内、近親者及び支配法人等との取引科 目

ol

(活動計算書 )
受取寄附金
委託料
活動計算書計
(貸借対照表)
未払金
役員借入金

貸借対照表計



書式第 17号 (法第 28条関係)

令和 5年度  財産 目録

令和6年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 ぴゆあ・さぽ―と
(単位 :円 )

科 金 額

資産の部

1 流動資産
現金預金

手元現金

普通預金

未収入金

事業未収金

三井住友銀行/大森支店 他

未収入金

仮払金

前払費用

仮払金

短期貸付金

立替金

流 動 資
2 固定資産

品川区立教育総合支援センター 他
未収利息,未収出向料

事務局諸経費

前払家賃

事務局諸経費

従業員・取引先

従業員

産 合 計

(1)有形固定資産

建物附属設備

車両運搬具

什器備品

一括償却資産

減価償却累計額

有形固定資産計

(2)無形固定資産

本部事務所造作

トヨタヴィッツ

ビジネスフォン他

無形固定資産計

(3)投資その他の資産計

出資金 さわやか信用金庫
敷金  
差入保証金  テラサワビル
保険積立金

長期前払費用 三井住友海上あんじん生命保険
権利金  他 (更新料等)
リサイクル預託金

投資その他の資産計

固 定 資 産 合 計

資 産 合 計

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
買掛金

未払冷

[l:費 [量

所

111:l』
I[「1讐保険料他

f、葛F堪Fl lII舌計
事務所

2 固定負債

量督薬会菫     l↑ 警
答

=融

公庫上野支店

固定:負 債合事
nドユタミューゼック

債  合  計負

正 味  員オ  産

0

31,435,234

45,614,337

1,373,016

54,670

0

0

10,884,323

288,900

9,770,649

3,664,003

3,660,000

0

-8,804,352

89,650,480

19,892,990

109,543,470

8,290,300

50,000

884,000

1,000,000

0

9,254,964

354,846

58,880

ll,602,690

0

61,788,310

1,861,732

32,169,400

70,000

23,609,457

2,844,000

95,889,442

26,453,457

122,342,899

-12,799,429



書式第 18号 (法第 28条関係 )

事 業 報 告 用

令和 5年度年間役員名簿 (前事業年度において役員であったことがある全員の氏名及び住所又は居所並

びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿 )

特定非営利活動法人ぴゅあ・さぱ一と

1 確認事項 (法第 20条及び第 21条を確認の上、チェックを入れてください。)

□以下の役員には、欠格事由者が含まれません。 (法第 20条関係 )
□各役員について、親族の規定に違反していません。 (法第 21条関係 )

2 役員一覧

役 名
どちらかに○

(フ リガナ) 前事業年度内の

就任期間

報酬を受けた期間

(該当者のみに記入)
氏    名

1 監事

コイケトシヒデ 令和 5年 4月 1日

令和 6年 3月 31日

令和 5年 4月 1日

令和 6年 3月 31日小池 敏英

2 理事

スギモ トテルオ 令和 5年 4月 1日

令和 6年 3月 31日

令和 5年 4月 1日

令和 6年 3月 31日杉本 照夫

3 監事

コヌマタケシ 令和 5年 4月 1日

令和 6年 3月 31日小沼 毅

4

フジノヒロシ 令和 5年 4月 1日

令和 6年 3月 31日藤野 博

5 監事

トヨダムネヒロ 令和 5年 4月 1日

令和 6年 3月 31日豊田 宗裕

6 監事

ミヤイノブアキ 令和 5年 4月 1日

令和 6年 3月 31日官井 宣昭

7 理事

r2'7l!t''tv 令和 5年 4月 1日

令和 6年 3月 31日江口 俊治

8 理事

タケハナタダシ 令和 5年 4月 1日

令和 6年 3月 31日竹花 唯史

〇
監事



書式第 4号 (法第 10条 。第 28条関係 )
設立・事業報告用

社 員 名 簿 (社員のうち 10人以上の者の名簿)

特申ゴL営剰】舌動法人7ド bふ・さぽ―ル

氏    名

1 小池 敏英

2 小沼  毅

3 杉本 照夫

4 藤野  博

5 豊田 宗裕

6 宮井 宣昭

7 伊藤 美佐

8 竹花 唯史

9 永井 哲夫

10 遠嶋  希

11

12




